
国立大学法人東京農工大学諸料金に関する規程の一部を改正する規程 

国立大学法人東京農工大学諸料金に関する規程（１６経教規程第５８号）の一部を次のとおり改正する。 

現         行 改  正  後 備   考 

国立大学法人東京農工大学諸料金に関する規程 

平成１６年４月７日

１６ 経教 規程第５８号

 

第１条 省 略 

 

 （定義） 

第２条 省 略 

 

 （授業料、入学料及び検定料の額） 

第３条 国立大学法人東京農工大学学則第３５条に定める授業料、入学料及び検定料の額につい

ては、次のとおりとする。 

区   分 授業料 入学料 検定料 

学部生 年額  535,800 円 282,000 円 17,000 円 

学部生（３年次編入生） 年額  535,800 円 282,000 円 30,000 円

大学院生（技術経営研究科を除く。） 年額  535,800 円 282,000 円 30,000 円 

大学院生（技術経営研究科） 年額  572,400 円 282,000 円 30,000 円 

研究生 月額   29,700 円  84,600 円 9,800 円 

研究生（本学卒業者等） 月額   14,800 円    0 円 9,800 円 

科目等履修生 １単位  14,800 円  28,200 円 9,800 円 

科目等履修生（本学卒業者等） １単位  7,400 円    0 円 9,800 円 

２ 省 略 

 

 

 

第４条～第２２条 省 略 

 

附 則 省 略 

 

 

 

   

 

第１条 省 略（現行どおり） 

 

 （定義） 

第２条 省 略（現行どおり） 

 

（授業料、入学料及び検定料の額） 

第３条 国立大学法人東京農工大学学則第３５条に定める授業料、入学料及び検定料の額につい

ては、次のとおりとする。 

区   分 授業料 入学料 検定料 

学部生 年額  535,800 円 282,000 円 17,000 円 

    

大学院生（技術経営研究科を除く） 年額  535,800 円 282,000 円 30,000 円 

大学院生（技術経営研究科） 年額  572,400 円 282,000 円 30,000 円 

研究生 月額   29,700 円  84,600 円 9,800 円 

研究生（本学卒業者等） 月額   14,800 円    0 円 9,800 円 

科目等履修生 １単位  14,800 円  28,200 円 9,800 円 

科目等履修生（本学卒業者等） １単位  7,400 円    0 円 9,800 円 

２ 省 略（現行どおり） 

３ 大学の学部の転学、編入学又は再入学に係る検定料は、第一項の規定にかかわらず、30,000

円とする。 

 

第４条～第２２条 省 略（現行どおり） 

 

附 則 省 略（現行どおり） 

    

 

附 則（１９経教規程第１７号） 

 この規程は、平成１９年３月２６日から施行し、平成１９年１月１日から適用する。 
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